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1、 標法（以下略称本法）第5条第2項及び第23条第4項規定を適用する為、本要点を特に取り決める。

商標の識別性の有無の審査は、使用指定の商品或いは役務、消費者の認知、実際の交易状況及びその使用方式によって、関連する消費者にその商品或いは役務の標識の表彰を認識させ、並びにそれによって他人の商品或いは役務と区別をさせるに足りかどうか判断するべきである。

三、商標が識別性を備えている例：

（1） 独創性商標：商標図案が知恵独創を使って所得していて、既に有る語彙、或いは物事をそのまま使っていないもの。

案例：

１、「PANASONIC」、「SONY」　テレビ、録音再生機などの商品に使用を指定。

２、「Kodak」　フイルムなどの商品に使用を指定。

３、「捷安特」　自転車の商品に使用を指定。

４、「義美」　飴、ビスケット、氷菓、果汁などの商品に使用を指定。

５、「
６、「[image: image1.png]


」ビスケットなどの食品に使用を指定。

（二）随意性商標：商標図案が現在有る語彙或いは物事で構成されている。ただし、指定商品或いは役務と全く関係ないもの。

案例：

１、「りんご　APPLE」コンピューターの商品に使用を指定。

２、「白馬」タイル、地面用タイルなどの商標に使用を指定。

３、「大同」テレビ、電気鍋などの商品に使用を指定。

４、「統一」食品、飲料の商品に使用を指定
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」衣服、ハンカチ、シーツ等の商品に使用を指定。

６、「[image: image3.png]


」各種シーツ、ベッドカバー、洗剤、マットレスなどの商品に使用を指定。

（三）暗示性の商標：商標図案が比喩を含む方式によって商品或いは役務の形状、品質、効用或いはその他関係の有る要素、性質、特性、功能或いは目的を暗示する。ただし、業者が必ず、或いは度々それを用いて商品或いは役務を説明するものではないもの。

案例：

１、「快譯通」電子辞書の商品に使用を指定。

２、「一匙靈」洗濯用粉末洗剤に使用を指定。

３、「SNOW　WHITE」クリーム、乳液、洗顔料などの商品に使用を指定。

４、「SAWCUT」手動の工具、鋸、鋸の刃の商品に使用を指定。
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」椅子、揺り椅子、ビーチチェア－、授業用の机と椅子などの商品。

四、商標が識別性を備えていない例：

（1） 商品或いは役務が習慣上通用している標章、或いは通用の名称

案例：

１、「食品」、「ビスケット」、「豆花」など指定商品の通用名称。
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」各種薬物、医療用品、医療補助用栄養製剤に使用を指定。

（2） 文字、図形、記号、色、音声、立体形状或いはその連合の形で、表示商品或いは役務の形状、品質、効用或いはその他の事柄を説明しているもの。

 案例：

１、「體・環保」で、薬品、臨床試験用製剤に使用を指定。

２、「日語速成」書籍、雑誌、月刊などの商品に使用を指定。

３、「Body　Selection＆Healty」衣服、T-シャツ、スポーツウェアなどの商品に使用を指定。

（3） 簡単な線、或いは基本幾何図形

１、「（波線の図形）」調理台の商品に使用を指定。

２、「○」葉巻、タバコなどの商品に使用を指定。

（4） デザインされておらず、並びに意義の無いアラビア数字。

１、「八九８９」色紙、ボール紙、クラフト紙、包装紙、ダンボール箱、紙箱などの商品。

２、「１２２３４５」トランプ札の商品に使用を指定

（五）商品或いは役務の装飾の図案であると見なされ易いもの
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」皿の商品に使用を指定。
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」栄養食品の商品に使用を指定。
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」革かばん、手提げ袋の商品に使用を指定。

（六）流行の標語、スローガン、広告用語或いは広告の性質の図形

　案例：

１、「心靈改革」薬品の商品に使用を指定。

２、「提升国家競争力（国家競争力を高める）」企業経営管理顧問の役務を使用を指定する。

３、「健康加倍　活力一百（健康を倍にし、活力を１００にする）」漢方薬、薬品の商品に使用を指定。
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」ストッキングの商品に使用を指定。

（7） 常用の成語或いは用語

案例：

１、「財源廣進（財源を広げ進める）」祭祀用品などの商品に使用を指定。

２、「風調雨順」（天候が順調だ）」清酒、マオタイ酒、高梁酒等に使用を指定。

３、「塑身（体を作る）」医療補助用栄養製剤に使用を指定。

４、「Happy　Birthday」シール、装飾用ビニールシール、広告用ビニールシールの商品に使用を指定。

（8） 国名、周知の地理名称

案例：

１、「奈及利亜（ナイジェリア）」テレビに使用を指定。

２、「大台北地区」まんじゅう、マントウ等の商品に使用を指定。

３、「高雄」衣服の商品に使用を指定。

４、「淡水老街」肉羹（肉のとろみの有るスープ）、肉団子、魚団子、ビータン、塩漬け卵、鉄卵（しょうゆで硬くなるまで煮込んだ卵）などに使用を指定。

（9） 商工企業、機構、組織などの名称をそのまま使う

１、「花昕股份有限公司（花昕株式会社）」靴の商品に使用を指定。

２、「中国玉器学会」真珠や宝石、貴金属などの商品に使用を指定。

３、「台北市電脳同業公会（台北市コンピューター同業公会）」コンピューター本体、コンピューターのキーボード、データー保存器などの商品に使用を指定。

（10） デザインされていない良く見かける姓。

　１、「唐氏」飴の商品に使用を指定。

　２、「[image: image10.jpg]


」干し肉、豚肉のデンブ、ミートソースなどの商品に使用を指定。

（十一）よく見かける宗教標識

１、「卍」子供服、ヨダレカケ、ベビー服に使用を指定。

２、「[image: image11.png]


」香炉、香冥紙（祭祀に用いる紙）焚炉等の商品に使用を指定。

（十三）一般の交易習慣により、商品或いは役務の規格の型番或いは年度を指定しているもの。

１、「J８１６」ラベル、封筒、便箋などの商品に使用を指定。

２、「X２００」車、オートバイの部品等の商品に使用を指定。

３、「２００１」お酒、シャンパン、ブランデーなどの商品に使用を指定。

４、「５０年代」ボタン、ファスナーなどの商品に使用を指定。

（十四）よく知られている書籍の名称で、書籍の商品に使用を指定。

　案例：

1、 簡愛（ジェーン・エアー）

2、 金銀島（宝島）

3、 般若実相論

　（十五）周知の物語の筋、或いはよく見かけるゲームの名称を、テレビゲーム機或いはゲームを記録しているカセット、磁気ディスク、CD、プリント基板などの商品に使用を指定。

案例：

1、 西遊記

2、 俄羅斯方塊（テトリス）

3、 水果盤（スロット）

（十六）周知の映画、テレビ番組、ラジオ番組、歌曲等の名称を、映画フィルム、ビデオテープ、ディスク、カセットテープ、CDなどの商品に使用を指定する。

案例：

１、「花モクレン」、「台湾の美」を映画フィルム、ビデオテープに使用を指定。

２、「望你早歸（あなたに早く帰ってきてほしい）」、「安平追想曲」をカセットテープの商品に使用を指定。

（商標が識別性を備えていない状況は、以上の例示だけであるとは限らない。）

五、本要点三（三）暗示性商標と本要点四（二）説明性商標は同一でない。以下に挙げる事項により説明性商標であるか否かを判断できる。

（1） 既に同業競争相手により実際に交易で使われてるか否か。

（2） 同業競争相手が使用する必要があり、もし特定の業者によって専用されると、公平な競争の妨げになる恐れの有るもの。

六、本要点、四－（九）国名、周知の地理名称で、もし、その商品或いは役務の品質、性質、産地を人に誤認、誤信させる恐れのある者は、本法第23条第1項第11号の規定を適用するべきである。

（本法第23条第1項　商標が次の事情の一に該当するときは、登録することができない。・・・第11号　その商品または役務の性質・品質あるいは産地を公衆に誤認・誤信させるおそれのあるもの。）

：産地の説明を備えているものは、本法第23条第1項第2号の規定を適用するべきである。

（本法第23条第1項　商標が次の事情の一に該当するときは、登録することができない。・・・第2号、役務の形状・品質・功能あるいはその他の説明を表示しているもの。）

案例：

１、「LONDON」をもって商標とし、ロンドン製ではないタバコの商品に使用を指定。本法第23条第1項第11号の規定を適応すべきである。

（本法第23条第1項　商標が次の事情の一に該当するときは、登録することができない。・・・　第11号　その商品または役務の性質・品質あるいは産地を公衆に誤認・誤信させるおそれのあるもの。）

２、「LONDON」をもって商標とし、イギリス製、或いはロンドン地区製のレコードの商品に使用を指定。本法第23条第1項第2号の規定を適用するべきである。

（本法第23条第1項　商標が次の事情の一に該当するときは、登録することができない。・・・第2号　役務の形状・品質・功能あるいはその他の説明を表示しているもの。）

七、本要点、四－（十四）、（十五）、（十六）、その書籍の名称、テレビゲームの名称、映画のフィルム、テレビ番組、ラジオ番組、歌曲などの名称が、関連する消費者にその生産に対する生産連想されるに足り、商品或いは役務そのものの説明と成るものは、本法第23条第1項第2号の規定を適用しなければならない。

（本法第23条第1項　商標が次の事情の一に該当するときは、登録することができない。・・・第2号　役務の形状・品質・功能あるいはその他の説明を表示しているもの。）

案例：

１、「六法全書」、「生物学」を書籍の商品に使用を指定。

２、「レスリング大会」をテレビゲームカセット、磁器ディスクの商品に使用を指定。

３、「国際サッカー大会」ビデオテープの商品に使用を指定。

４、「台湾民謡」カセットテープの商品に使用を指定

八、商法事案全体が識別性を備えていて、図案中に識別性を備えていない文字、図形、記号、色、音声或いは立体形状を含んでいるものは、該当部分が登録を許可されない結果を招く、或いは登録後、その該当部分が単独で権利を主張することにより争議を生む事を避ける為、出願人が該当部分を商標図案と分離して単独で専用しないことを声明して、本法第19条規定により審査を進行する。

（商標法　第19条　商標が説明性のある、または識別性を具えない文字、図形、記号、色あるいは立体形状を有し、当該部分を削除すればその商標の完全性を損なうが、当該部分が専用の列に入らないと出願人が声明したときは、当該商標をもって登録を出願できる。）

九、本要点四は商標識別性の状況例示が無いが、四―（一）の商品或いは役務は習慣上、標章或いは通用している名称を通用する以外、出願人が使用を経て、交易の際に既に出願人の営業上、商品或いは役務の識別標識になっているものは、商標の識別を持ち合わせているはずで、本法第23条第4項の規定が適用される。

（商標法　第23条　商標が次の事情の一に該当するときは、登録することができない。・・・第4項　商品または包装の立体形状が、その効能性を発揮するために必要であるもの。）

案例：

１、「大家説英語（みんなで英語を話す）Let’s Talk in English」を書籍、雑誌、定期刊行誌などの商品に使用を指定。

２、「多[ロ曷]水（たくさん水を飲みなさい）」をミネラルウォーター、炭酸飲料、果汁などの商品に使用を指定。

３、「一番搾」をビール、生ビールなどの商品に使用を指定。

４、「学前教育」を雑誌の商品に使用を指定。

１０、本法第23条　第4項規定、下の列の事項について総合審査するべきである。：

(1) 該当商標の指定商品或いは役務使用の時間の長短、使用方式及び同業に於いての使用状況。

(2) 該当商標の指定商品或いは役務を使用した売上或いは広告の数量。

(3) 該当商標の指定商品或いは役務使用の市場分布、インターネット販売、販売陳列の場所など。

(4) 広告業者、マスメディアの発行する証明。

(5) 公的信頼性を備える機構の発行する証明。

(6) 各国の登録の証明

(7) その他、識別性があると認定される証拠によることができる。

十一、本要点九が指す証拠は、国内の資料に限らない。もし国外の資料であるときも、やはり国内消費者がその表彰する商品或いは役務の標識を認識しているかと言うことを判断基準としなければならない

十二、本審査要点は証明標章、団体標章及び団体商標には性質によってはこれを準用する。

